
議案第１７５号 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２７年１１月２５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市市税条例の一部改正）

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入

の方法）

第６条の２ 市長は、法第１５条第１項又は第２項

の規定による徴収の猶予（以下この節において「

徴収の猶予」という。）をする場合には、当該徴

収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、

当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をす

る期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の

財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当

なものに分割して納付し、又は納入させることが

できる。この場合において、当該分割納付又は当

該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限における納付金額又は納入

金額を定めるものとする。

２ 前項の規定は、法第１５条第４項の規定による

徴収の猶予をした期間の延長（以下この節におい

て「徴収の猶予期間の延長」という。）について

準用する。

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長

を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納

付し、又は納入することができないことにつきや

むを得ない理由があると認めるときは、第１項後

段の規定により定めた分割納付又は分割納入の各



納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納

入期限における納付金額又は納入金額を変更する

ことができる。

４ 市長は、第１項後段の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限における納付金額又は納入金

額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は当

該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限における納付金額又は納入

金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該

徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなけれ

ばならない。

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割

納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限における納付金額又は納入金額を

変更したときは、その旨、その変更後の各納付期

限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

における納付金額又は納入金額その他必要な事項

を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

（徴収猶予の申請手続等）

第６条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げる事項とする。

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する

事実があること及びその該当する事実に基づき

徴収金を一時に納付し、又は納入することがで

きない事情の詳細

⑵ 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、

納期限及び金額

⑶ 納付し、又は納入すべき徴収金の金額のうち

当該猶予を受けようとする金額

⑷ 当該猶予を受けようとする期間

⑸ 分割納付又は分割納入の方法により納付又は

納入を行う場合には、分割納付又は分割納入の

各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限における納付金額又は納入金額

⑹ 当該猶予を受けようとする金額（当該猶予を

する時点において、他に徴収の猶予、法第１５

条の５第１項の規定による換価の猶予（以下こ

の節において「職権による換価の猶予」という。

）又は法第１５条の６第１項の規定による換価

の猶予（以下この節において「申請による換価

の猶予」という。）を受けている徴収金がある

場合は、当該猶予をする時点において他に徴収

の猶予、職権による換価の猶予又は申請による

換価の猶予を受けている徴収金の額を加算した

金額）が１００万円を超え、かつ、猶予期間が

３月を超える場合には、提供しようとする法第

１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、

価額及び所在（その担保が保証人の保証である

ときは、保証人の氏名及び住所又は居所）その



他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供

することができない特別の事情があるときは、

その事情）

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める

書類は、次に掲げる書類とする。

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する

事実を証するに足りる書類

⑵ 財産目録その他の資産及び負債の状況を明ら

かにする書類

⑶ 当該猶予を受けようとする日前１年間の収入

及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出

の見込みを明らかにする書類

⑷ 当該猶予を受けようとする金額（当該猶予を

する時点において、他に徴収の猶予、職権によ

る換価の猶予又は申請による換価の猶予を受け

ている徴収金がある場合は、当該猶予をする時

点において他に徴収の猶予、職権による換価の

猶予又は申請による換価の猶予を受けている徴

収金の額を加算した金額）が１００万円を超え、

かつ、猶予期間が３月を超える場合には、地方

税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「令」という。）第６条の１０の規定により提

出すべき書類その他担保の提供に関し必要とな

る書類

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める

事項は、次に掲げる事項とする。

⑴ 徴収金を一時に納付し、又は納入することが

できない事情の詳細

⑵ 第１項第２号から第７号までに掲げる事項

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条

例で定める書類は、第２項第２号から第５号まで

に掲げる書類とする。

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める

事項は、次に掲げる事項とする。

⑴ 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年

度、種類、納期限及び金額

⑵ 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、

又は納入することができないやむを得ない理由

⑶ 猶予期間の延長を受けようとする期間

⑷ 第１項第５号から第７号までに掲げる事項

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める

書類は、第２項第４号に掲げる書類とする。

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める

期間は、２０日とする。

（職権による換価の猶予の手続等）



第６条の４ 市長は、職権による換価の猶予をする

場合には、当該職権による換価の猶予をする金額

（その納付又は納入を困難とする金額として令第

６条の９の３第１項第１号に掲げる額から同項第

２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）

を当該職権による換価の猶予をする期間内の各月

（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、

当該期間内の市長が指定する月。以下この項にお

いて同じ。）に分割して納付し、又は納入させる

ものとする。この場合において、当該職権による

換価の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情

からみて、当該職権による換価の猶予をする期間

内の各月に納付し、又は納入させる金額が、それ

ぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるよ

うにしなければならない。

２ 第６条の２第２項から第５項までの規定は、職

権による換価の猶予について準用する。

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定す

る条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

⑴ 前条第２項第２号から第５号までに掲げる書

 類

⑵ 前号に掲げるもののほか、分割納付又は分割

納入させるために市長が必要と認める書類

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第６条の５ 市長は、申請による換価の猶予をする

場合には、当該申請による換価の猶予をする金額

（その納付又は納入を困難とする金額として令第

６条の９の３第２項において読み替えて準用する

同条第１項第１号に掲げる額から同項第２号に掲

げる額を控除した残額を限度とする。）を当該申

請による換価の猶予をする期間内の各月（市長が

やむを得ない事情があると認めるときは、当該期

間内の市長が指定する月。以下この項において同

じ。）に分割して納付し、又は納入させるものと

する。この場合において、当該申請による換価の

猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみ

て、当該申請による換価の猶予をする期間内の各

月に納付し、又は納入させる金額が、それぞれの

月において合理的かつ妥当なものとなるようにし

なければならない。

２ 第６条の２第２項から第５項までの規定は、申

請による換価の猶予について準用する。

３ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める

期間は、６月とする。

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。

 ⑴ 徴収金を一時に納付し、又は納入することに

より事業の継続又は生活の維持が困難となる事

情の詳細

 ⑵ 第６条の３第１項第２号から第４号まで、第



６号及び第７号に掲げる事項

 ⑶ 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限における

納付金額又は納入金額

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定す

る条例で定める書類は、第６条の３第２項第２号

から第５号までに掲げる書類とする。

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。

 ⑴ 第６条の３第１項第６号及び第７号に掲げる

事項

 ⑵ 第６条の３第５項第１号から第３号までに掲

げる事項

 ⑶ 第４項第３号に掲げる事項

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法

第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間

は、２０日とする。

（担保を徴する必要がない場合）

第６条の６ 法第１６条第１項ただし書に規定する

条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。

⑴ 猶予に係る金額（当該猶予をする時点におい

て、他に徴収の猶予、職権による換価の猶予又

は申請による換価の猶予を受けている徴収金が

ある場合は、当該猶予する時点において他に徴

収の猶予、職権による換価の猶予又は申請によ

る換価の猶予を受けている徴収金の額を加算し

た金額）が１００万円以下である場合

⑵ 猶予期間が３月以内である場合

⑶ 担保を徴することができない特別の事情があ

る場合

（市民税の申告） （市民税の申告）

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 新たに第１４条第１項第３号又は第４号の者に

該当することとなった者は、当該該当することと

なった日から３０日以内に、その名称、代表者又

は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、

当該区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、

法人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。

）、当該該当することとなった日その他必要な事

項を市長に申告しなければならない。

８ 新たに第１４条第１項第３号又は第４号の者に

該当することとなった者は、当該該当することと

なった日から３０日以内に、その名称、代表者又

は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、

当該区内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、

当該該当することとなった日その他必要な事項を

市長に申告しなければならない。

９ ［略］ ９ ［略］

 （市民税の減免）  （市民税の減免）



第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限前７日までに、次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。

 ⑴ 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人

番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号

をいう。）又は法人番号

 ⑵ ［略］  ⑴ ［略］

 ⑶ ［略］  ⑵ ［略］

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項

３ ［略］ ３ ［略］

 （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正

の方法の申出）

 （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正

の方法の申出）

第７１条 施行規則第１５条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

ばならない。

第７１条 施行規則第１５条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

ばならない。

 ⑴ 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２

条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類

を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。

以下固定資産税及び都市計画税について同じ。

）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 代表者の住所及び氏名

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額の案分の申出）

 （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額の案分の申出）

第７２条 法第３５２条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の案分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

出書を市長に提出して行わなければならない。

第７２条 法第３５２条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の案分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

出書を市長に提出して行わなければならない。

 ⑴ 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 代表者の住所及び氏名

 ⑵～⑸ ［略］  ⑵～⑸ ［略］



２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共

用土地（以下この項及び次項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の案分

の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（第５号及び第４項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（以下この項及び第８３条の２において「被災年

度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３条の２において「避難の指示等」という。）

が行われた場合において、法第３４９条の３の３

第１項に規定する避難等解除日（以下この項及び

第８３条の２において「避難等解除日」という。

）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規

定する被災年（第８３条の２において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被

災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日以後３年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に

掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長

に提出して行わなければならない。

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共

用土地（以下この項及び次項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の案分

の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（第５号及び第４項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（以下この項及び第８３条の２において「被災年

度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３条の２において「避難の指示等」という。）

が行われた場合において、法第３４９条の３の３

第１項に規定する避難等解除日（以下この項及び

第８３条の２において「避難等解除日」という。

）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規

定する被災年（第８３条の２において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被

災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日以後３年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に

掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長

に提出して行わなければならない。

 ⑴ 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 代表者の住所及び氏名

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

 （固定資産税の減免）  （固定資産税の減免）

第８０条 ［略］ 第８０条 ［略］

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに、次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

 （住宅用地の申告）  （住宅用地の申告）

第８３条 賦課期日において住宅用地を所有する者

は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続

第８３条 賦課期日において住宅用地を所有する者

は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続



き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき

事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申告書を市長に提出しなければならない。

き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき

事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申告書を市長に提出しなければならない。

 ⑴ 住宅用地の所有者の住所又は事務所若しくは

事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告）

第８３条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条

第２項において準用する場合及び同条第３項（同

条第４項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含む。第５号

及び次項において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（

避難の指示等が行われた場合において、避難等解

除日の属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の

属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度）の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。

第８３条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条

第２項において準用する場合及び同条第３項（同

条第４項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含む。第５号

及び次項において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（

避難の指示等が行われた場合において、避難等解

除日の属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の

属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度）の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が

令第５２条の１３第１項第３号から第５号まで

又は第３項第３号から第５号までに掲げる者で

ある場合にあっては、同条第１項第１号若しく

は第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲

げる者との関係

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当

該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３号

から第５号まで又は第３項第３号から第５号ま

でに掲げる者である場合にあっては、同条第１

項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若し

くは第２号に掲げる者との関係

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免）

第９６条 ［略］ 第９６条 ［略］

２ 前項の規定により軽自動車税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。

２ 前項の規定により軽自動車税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに、次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。

 ⑴ 軽自動車等の所有者等の氏名又は名称、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番



号（番号法第２条第５項に規定する個人番号を

いう。以下この号及び次条において同じ。）又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、氏名又は名称及び住所又は事務

所若しくは事業所の所在地）

 ⑵ ［略］  ⑴ ［略］

 ⑶ ［略］  ⑵ ［略］

 ⑷ ［略］  ⑶ ［略］

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項

３ ［略］ ３ ［略］

 （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）  （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）

第９７条 ［略］ 第９７条 ［略］

２ 前項第１号の規定により軽自動車税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対して、

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、厚

生労働大臣の定めるところにより交付された療育

手帳（以下この項において「療育手帳」という。

）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。

）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者又は

身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。

２ 前項第１号の規定により軽自動車税の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、市長に

対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の

交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受

けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。

以下この項において「身体障害者手帳」という。

）、厚生労働大臣の定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」と

いう。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（

以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された身体障

害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しく

は身体障害者等（身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許

証（以下この項において「運転免許証」という。

）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して、提出しなければならない。

 ⑴ 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（

個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住

所）並びに減免を受ける者が身体障害者等と生

計を一にする者である場合には、当該身体障害

者等との関係

 ⑴ 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を

受ける者が身体障害者等と生計を一にする者で

ある場合には、当該身体障害者等との関係

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免）

第１２０条 ［略］ 第１２０条 ［略］

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け ２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け



ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

ようとする者は、納期限前７日までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号（番号法

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

この号において同じ。）又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又

は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）  （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）

第１３４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経

営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。申告した事項に異動

があった場合においては、直ちにその旨を申告し

なければならない。

第１３４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経

営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。申告した事項に異動

があった場合においては、直ちにその旨を申告し

なければならない。

 ⑴ 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（番号法第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 住所及び氏名又は名称

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

 （事業所税の申告納付）  （事業所税の申告納付）

第１４３条 ［略］ 第１４３条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 市内において事業所等を設けて事業を行う法人

又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間

について納付すべき事業所税額のないもののうち、

課税標準の算定期間の末日現在において、市内に

所在する各事業所等に係る事業所床面積の合計床

面積が８００平方メートルを超え又は従業者の数

の合計数が８０人を超えるものは、法人にあって

は各事業年度終了の日から２月以内に、個人にあ

ってはその年の翌年３月１５日までに、次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

４ 市内において事業所等を設けて事業を行う法人

又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間

について納付すべき事業所税額のないもののうち、

課税標準の算定期間の末日現在において、市内に

所在する各事業所等に係る事業所床面積の合計床

面積が８００平方メートルを超え又は従業者の数

の合計数が８０人を超えるものは、法人にあって

は各事業年度終了の日から２月以内に、個人にあ

ってはその年の翌年３月１５日までに、次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

 ⑴ 申告者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び個人番号（番号法第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下事業所税について

同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、申告者の住所又は事

業所等の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 住所及び氏名又は名称

 ⑵ 市内において事業を行う事業所等の所在地、  ⑵ 事業所等の所在地、名称及び事業期間



名称及び事業期間

 ⑶ 市内において事業を行う事業所等の事業所床

面積及び従業者数

 ⑶ 事業所等の事業所床面積及び従業者数

 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］

 （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）  （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）

第１４８条 市内において事業所等を新設し、又は

廃止した者（法第７０１条の３４第１項に規定す

る法人及び同条第２項に規定する公益法人等又は

人格のない社団等で収益事業を行わないもの並び

に事業年度の中途において解散若しくは合併した

法人又は年の中途において事業を廃止した個人で、

第１４３条第１項又は第２項の規定により事業所

税を申告納付するべきものを除く。）は、その新

設又は廃止の日から１月以内に、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。

第１４８条 市内において事業所等を新設し、又は

廃止した者（法第７０１条の３４第１項に規定す

る法人及び同条第２項に規定する公益法人等又は

人格のない社団等で収益事業を行わないもの並び

に事業年度の中途において解散若しくは合併した

法人又は年の中途において事業を廃止した個人で、

第１４３条第１項又は第２項の規定により事業所

税を申告納付するべきものを除く。）は、その新

設又は廃止の日から１月以内に、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。

 ⑴ 申告者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、申告者の

住所又は事業所等の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 住所及び氏名又は名称

 ⑵ 市内において新設し、又は廃止した事業所等

の所在地

 ⑵ 事業所等の所在地

 ⑶ 市内において事業所等を新設し、又は廃止し

た年月日

 ⑶ 事業所等を新設し、又は廃止した年月日

 ⑷ 市内において新設し、又は廃止した事業所等

の事業所床面積及び従業者数

 ⑷ 事業所等の事業所床面積及び従業者数

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付け

を行う者は、新たに貸付けを行うこととなった事

業所用家屋に関し、当該貸付けを行った日から２

月以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付け

を行う者は、新たに貸付けを行うこととなった事

業所用家屋に関し、当該貸付けを行った日から２

月以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。

 ⑴ 貸付けを行う者の住所又は事業所等の所在地、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事業所等の所在地及び氏名又は名称）

 ⑴ 貸付けを行う者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑸ ［略］  ⑵～⑸ ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

（事業所税の減免） （事業所税の減免）

第１５０条 ［略］ 第１５０条 ［略］

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けようと

する者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

 ⑴ 申請者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所又は

 ⑴ 住所及び氏名又は名称



事業所等の所在地及び氏名又は名称）

 ⑵ 市内において事業を行う事業所等の所在地  ⑵ 事業所等の所在地

 ⑶・⑷ ［略］  ⑶・⑷ ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

   附 則    附 則

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

第１９条 法附則第１５条の６第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

第１９条 法附則第１５条の６第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則

第７条第２項に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則

第７条第２項に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、

次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第

７条第３項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、

次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第

７条第３項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。

 ⑴ 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 所有者の住所及び氏名

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所  ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称



の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保

に関する法律（平成１３年法律第２６号）第７条

第１項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸

家住宅の建設に要する費用について令附則第１２

条第２１項第２号に規定する補助を受けている旨

を証する書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保

に関する法律（平成１３年法律第２６号）第７条

第１項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸

家住宅の建設に要する費用について令附則第１２

条第２１項第２号に規定する補助を受けている旨

を証する書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４

項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４

項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完



了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第７条第８項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第７条第８項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑺ ［略］  ⑵～⑺ ［略］

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］

 （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義

務の免除等）

 （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義

務の免除等）

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第８条の

３第２項第１号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第８条の

３第２項第１号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。



 ⑴ 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 所有者の住所及び氏名

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

３ 法附則第２９条の５第４項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に施行規則附則第８条の

３第２項第２号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。

３ 法附則第２９条の５第４項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に施行規則附則第８条の

３第２項第２号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。

 ⑴ 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 所有者の住所及び氏名

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に施行規則附則第８条の

３第２項第３号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次に掲げ

る事項を記載した申請書に施行規則附則第８条の

３第２項第３号に掲げる書類を添付してしなけれ

ばならない。

 ⑴ 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 所有者の住所及び氏名

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

（東日本大震災に係る固定資産税及び都市計画税

の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等

）

（東日本大震災に係る固定資産税及び都市計画税

の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等

）

第５６条 法附則第５６条第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

第５６条 法附則第５６条第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。

 ⑴ 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者が

令附則第３３条第１項第３号から第５号まで又

は第３項第３号から第５号までに掲げる者であ

る場合にあっては、同条第１項第１号若しくは

第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げ

る者との関係

 ⑴ 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当

該納税義務者が令附則第３３条第１項第３号か

ら第５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しく

は第２号に掲げる者との関係

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被災共用

土地（以下この項において「特定被災共用土地」

という。）に係る固定資産税額の案分の申出は、

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被災共用

土地（以下この項において「特定被災共用土地」

という。）に係る固定資産税額の案分の申出は、



同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以

下この項において「特定被災共用土地納税義務者

」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して

行わなければならない。

同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以

下この項において「特定被災共用土地納税義務者

」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して

行わなければならない。

 ⑴ 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）

 ⑴ 代表者の住所及び氏名

 ⑵～⑸ ［略］  ⑵～⑸ ［略］

４ ［略］ ４ ［略］

 （さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年さいたま市条例第

４５号）の一部を次のように改正する。

  第１条中第１４条の改正を次のように改める。

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等）

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有しない法人（以下この節において「外国

法人」という。）に対するこの節の規定の適用に

ついては、恒久的施設（法第２９２条第１項第１

４号に規定する恒久的施設をいう。）をもって、

その事務所又は事業所とする。

２ 外国法人に対するこの節の規定の適用について

は、その事業が行われる場所で地方税法施行令（

昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。

）第４６条の４に規定する場所をもってその事務

所又は事業所とする。

３ ［略］ ３ ［略］

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

  附 則   附 則

 （施行期日）  （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める日から施行する。

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める日から施行する。

⑴～⑷ ［略］ ⑴～⑷ ［略］

⑸ 第１条中第１４条第２項の改正、第４５条第

２項及び第５項の改正、第４８条第１項の改正、

第９１条（第２号ア(イ)から(エ)までに係る部分を

⑸ 第１条中第１４条第２項及び第３項の改正、

第４５条第２項及び第５項の改正、第４８条第

１項の改正、第９１条（第２号ア(イ)から(エ)まで



除く。）の改正並びに第１４３条第１項の改正

並びに附則第３１条を削る改正、附則第３２条

の改正及び附則第３１条の次に１条を加える改

正並びに次条第２項、附則第４条第２項、第５

条及び第６条（改正後の条例附則第３２条第１

項に係る部分に限る。）の規定 平成２８年４

月１日

に係る部分を除く。）の改正並びに第１４３条

第１項の改正並びに附則第３１条を削る改正、

附則第３２条の改正及び附則第３１条の次に１

条を加える改正並びに次条第２項、附則第４条

第２項、第５条及び第６条（改正後の条例附則

第３２条第１項に係る部分に限る。）の規定 

平成２８年４月１日

⑹ ［略］ ⑹ ［略］

第３条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年さいたま市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

  附 則   附 則

 （市たばこ税に関する経過措置）  （市たばこ税に関する経過措置）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、改正後の条例第１１条、第１０６条第４項及

び第５項、第１０６条の２並びに第１０９条の規

定を適用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、改正後の条例第１１条、第１０６条第４項及

び第５項、第１０６条の２並びに第１０９条の規

定を適用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

 ［略］

第１０６条

第４項

法第４７５

条第２項

平成２７年

改正法附則

第２０条第

７項の規定

により読み

替えて適用

する法第４

７５条第２

項

施行規則第

３４号の２

様式又は第

平成２７年

改正法附則

第２０条第

 ［略］

第１０６条

第４項

法第４７５

条第２項

平成２７年

改正法附則

第２０条第

７項の規定

により読み

替えて適用

する法第４

７５条第２

項



３４号の２

の２様式

４項に規定

する様式

 ［略］  ［略］

８・９ ［略］ ８・９ ［略］

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

 ［略］

第７項の表

第１０６条

第４項の項

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１０項

において準

用する同条

第７項

附則第２０

条第４項

附則第２０

条第１０項

において準

用する同条

第４項

 ［略］

 ［略］

第７項の表

第１０６条

第４項の項

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１０項

において準

用する同条

第７項

 ［略］

１１ ［略］ １１ ［略］

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

 ［略］

第７項の表

第１０６条

第４項の項

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１２項

において準

用する同条

第７項

附則第２０

条第４項

附則第２０

条第１２項

において準

用する同条

第４項

 ［略］

 ［略］

第７項の表

第１０６条

第４項の項

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１２項

において準

用する同条

第７項

 ［略］

１３ ［略］ １３ ［略］

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定

により市たばこ税を課する場合について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

 ［略］

第７項の表

第１０６条

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１４項

 ［略］

第７項の表

第１０６条

附則第２０

条第７項

附則第２０

条第１４項



第４項の項 において準

用する同条

第７項

附則第２０

条第４項

附則第２０

条第１４項

において準

用する同条

第４項

 ［略］

第４項の項 において準

用する同条

第７項

 ［略］

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。

 ⑴ 第２条及び第３条の規定 公布の日

 ⑵ 第１条中第２８条第８項の改正、第４７条第２項第３号の改正、同号を同項第

４号とする改正、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号を同項第２号とし、

同項第１号として１号を加える改正、第７１条第１項、第７２条第１項及び第２

項、第８０条第２項第１号、第８３条第１項及び第８３条の２第１項の改正、第

９６条第２項第４号の改正、同号を同項第５号とする改正、同項第１号から第３

号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１号として１号を加える改正並びに第９７条

第２項第１号、第１２０条第２項第１号、第１３４条、第１４３条第４項、第１

４８条第１項及び第２項並びに第１５０条第２項第１号及び第２号の改正並びに

附則第１９条、第３０条第２項から第４項まで並びに第５６条第１項及び第３項

の改正並びに附則第３条の規定 平成２８年１月１日

 ⑶ 第１条中第６条の次に５条を加える改正並びに第４７条第２項各号列記以外の

部分、第８０条第２項各号列記以外の部分、第９６条第２項各号列記以外の部分、

第９７条第２項各号列記以外の部分、第１２０条第２項各号列記以外の部分及び

第１５０条第２項各号列記以外の部分の改正並びに次条の規定 平成２８年４月

１日

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」と



いう。）第６条の２、第６条の３及び第６条の６（地方税法等の一部を改正する法

律（平成２７年法律第２号。以下この項において「平成２７年改正法」という。）

附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下この条において「２８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規

定による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後に申

請される２８年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適

用し、同日前に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による

改正前の地方税法（以下この条において「２８年旧法」という。）第１５条第１項

又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

２ 改正後の条例第６条の４及び第６条の６（２８年新法第１５条の５第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後にされ

る同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法第１５

条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例第６条の５及び第６条の６（２８年新法第１５条の６第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後に同項

に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

 （事業所税に関する経過措置）

第３条 改正後の条例第１４３条第４項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に

開始する事業年度分の法人の事業及び平成２８年以後の年分の個人の事業（同項の

規定による申告書の提出の対象となるものに限る。）に係る申告書について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成２７年分までの個人の事業（同

項の規定による申告書の提出の対象となるものに限る。）に係る申告書については、

なお従前の例による。


